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簡易公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公示 

（建築のためのサービスその他の技術的サービス（建設工事を除く）） 

 

  次のとおり技術提案書の提出を招請します。 

  

令和８年７月１日 

 

国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 

六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 

 管理部長  松田 好広 

 

１ 業務概要 

（１） 業 務 名   燃料システム安全試験施設建屋仕様詳細検討業務 

（２） 業務内容   本業務は、六ヶ所フュージョンエネルギー研究所に建設予定の燃料システム

安全試験施設（RC 造、地上２階、地下１階、延べ面積 約 4,500 ㎡）の建築許

可申請までに必要な資料準備、建築・設備計画等についての発注者の意思

決定を支援するための検討支援、要件整理、関係者調整および情報整理業

務である。 

（３） 履行期限  令和９年３月３１日（水）まで 

（４） 本業務は、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契

約の推進に関する基本方針」に基づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容をテ

ーマとした技術提案を求め、技術的に最適な者を特定する環境配慮型プロポーザル方式の

適用業務である。 

 

２ 参加資格、選定基準及び評価基準 

（１）技術提案書の提出を求める者に要求される資格 

次に掲げる条件を全て満たしていること。 

  ① 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第 10 条の規定に該当

しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため

に必要な同意を得ている者については、この限りではない。 

  ② 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第 11 条第１項の規定

に該当しない者であること。 

  ③ 当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

  ④ 当機構が別に指定する誓約書に暴力団に該当しない旨の誓約をできること。 

  ⑤ 文部科学省における令和７・８年度設計・コンサルティング業務に係る一般競争（指名競争）

参加資格の認定を受けている者であること（会社更生法に基づき更生手続開始の申立てが
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なされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者について

は、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。 

⑥ 経営状況が健全であること。 

⑦ 不正又は不誠実な行為がないこと。 

  ⑧ 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を

行っていること。 

  ⑨ 平成 28 年度以降に、担当者（相当程度の責任をもって業務に従事した者）として以下に示

す同種及び類似の設計業務に従事し、完了した経験を有する総括技術者及び主任担当技

術者（意匠・構造・機械設備・電気設備）を配置できること。なお、総括技術者は意匠主

任担当技術者を、電気（機械）主任担当技術者は機械（電気）主任担当技術者を兼任するこ

とができるものとする。 

同種業務   多雪地域における、Ｓ造、ＲＣ造又はＳＲＣ造、延べ面積 2,250 ㎡以上を

対象とした放射線管理区域を有する研究施設、実験施設に関する建築

物の新築又は改築の実施設計業務 

類似業務   Ｓ造、ＲＣ造又はＳＲＣ造、延べ面積 2,250 ㎡以上を対象とした放射線管

理区域を有する建築物の新築又は改築の実施設計業務 

注）．「多雪地域」とは、建築基準法施行令第 86 条第 2 項ただし書きにより指定されたもの 

をいう。 

⑩ 総括技術者は、自設計事務所に所属する者であること。 

 

（２）技術提案書の提出を求める者を選定するための基準 

  ①担当予定技術者の能力 

     資格及び経験、同種又は類似業務の実績があること。 

（３）技術提案書を特定するための評価基準 

  ①担当予定技術者の能力 

    資格及び経験、同種又は類似業務の実績があること。 

 ②業務の実施方針 

    業務内容の理解度、実施方針の妥当性、実施手法の妥当性、工程計画の妥当性、技術者

配置計画の妥当性 

  ③課題についての提案 

・施設の機能・品質を確保した上で二酸化炭素排出量を削減するための設計上の配慮事項

について 

・建築・設備計画に係るコスト縮減と工期短縮に関する方策について 

・RI 取扱施設建設に伴う周辺環境を考慮した建築計画について 

３ 手続等 

（１）担当部局 〒039-3212 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘２番地１６６ 
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          六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 管理部経理・契約課 小田桐 正幸 

          TEL  0175-71-6538  FAX  0175-71-6501 

          E-mail   nyuusatsu_rokkasho@qst.go.jp 

（２）説明書の交付期間、場所及び方法 

①交付期間 令和 8 年 7 月 1 日（水）から令和 8 年 7 月 21 日（火）9 時 00 分から 17 時 00 

分まで。  

ただし、行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第１条に規定する行政機

関の休日（以下「休日」という。）は受付けない。 

②交付場所 上記（１）の交付場所又は電子メールにて交付する。 

③交付方法 電子メールによる交付を希望する者は、必要事項（公示日、業務名、住所、社

名、担当者所属及び氏名、電話、FAX、E-mail）を記入し、上記（１）のアドレスに送信するこ

と。 

（３） 参加表明書の提出期限、場所及び方法 

①提出期限 令和 8 年 7 月 22 日（水）17 時 00 分 ただし、休日は受付けない。 

②提出場所 上記（１）に同じ 

③提出方法 持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残る方法に限る。）すること。ただし、

郵送の場合は提出期限までに必着のこと。なお、電送によるものは受付けない。 

（４）技術提案書の提出期限、場所及び方法 

①提出期限 令和 8 年 8 月 12 日（水）17 時 00 分 ただし、休日は受付けない。 

②提出場所 上記（１）に同じ 

③提出方法 持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残る方法に限る。）すること。ただし、

郵送の場合は提出期限までに必着のこと。なお、電送によるものは受付けない。 

 

４ その他 

（１）手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）契約保証金  納付 

  ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金

の納付に代えることができる。また公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保

険契約の締結を行った場合は、契約保証金は免除する。 

（３）本件業務の手続きに参加を希望する者は、参加表明書の提出時に、機構が別に指定する

暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 

（４）虚偽の内容が記載されている参加表明書又は技術提案書は、無効とする。 

（５）手続における交渉の有無  無 

（６）契約書作成の要否  要 

（７）本業務に直接関連する他の業務の契約を本業務の契約の相手方との随意契約により締結
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する予定の有無  無 

（８）関連情報を入手するための照会窓口  上記３(1)に同じ。 

（９）上記２（１）⑤に掲げる資格を満たしていない者も上記３（３）により参加表明書を提出すること

ができるが、上記３（４）の提出期限の日において、当該資格を満たしていなければならない。 

（１０）詳細については、説明書によるため、必ず上記３（２）により、説明書の交付を受けること。 

 


